
行財政改革大綱実施計画

10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月

重点項目番号 5 番号 ①

１．実施事項名 ２．担当課（執行する課） 総務部職員課

３．現状・問題点・必
要性
（なぜやるのか）

　自治体職員は分権・自治の流れの中で複雑、多様化する市民の期待にこたえるため、専門的知識と多くのノウハウ
や人的ネットワークを備えた公共サービスのスペシャリストであることが重要であり、併せて住民自治基本条例の中で
位置づけられている職員政策の実践のため、職員の能力開発と資質向上を図る。

４．責任者名（執行責任者） 職員課長　山下　章光

５．担当課電話番号 ２２－９６０５

６．対象等（なにを・だれを） 事務・技術職の職員

７．実施する内容・目
標数値
（なにを、いつまで
に、どのようにやるの
か）
（集中改革プラン関連
項目については、平
成22年4月1日の目標
数値を合わせて記載
する。）

　平成１７年度中に伊賀市人材育成基本方針を策定した。
 旧上野市で実施したアンケート調査に基づき策定した「上野市人材育成基本方針」をベースに、行財政改革推進委員
会で検討、議論をお願いし、成案とした。

８．成果（どうなるのか）
人材育成システムの確立により、管理監督者、人
材育成担当部門、及び職員個々が、立場に応じ
た責務と役割を確実に果たしていくこととなる。

９．財政効果額（千円）（いく
ら削減されるのか）

職員の意識改革と満足度の向上によ
り、最終的には人件費の抑制に繋がる
こととなる。

１０．目標を達成する
ための活動指標（全
体目標を達成するた
めに個別に実施する
項目　なにをどれだけ

やるのか）

指標名 目標値 定義・算定式

パブリックコメントを実施 行財政改革大綱の中で実施

必要に応じて修正後、公表 行財政改革大綱と合わせて実施

１１．行程表（いつまでにやるのか）

平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

行財政改革推進委員会へ素案を提示 提示済

伊賀市人材育成基本方針の策定
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